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1 差止誇求権発生の要件事実について

( 1 ）差止請求権とは

不法行為によって損害が発生した場合、救済手段としてはその損害を填補

するために賠償請求をすることが、 まず予定されている。 しかし、 不法行為

が継続している場合に、 事後的に損害を填補するだけでは被害者は救済され

ない。現在継続されている不法行為の中止を求め侵害自体をさせないととと

そが重要である。

一方で、差止請求を認めるにあたっては、 単に被害者の権利利益の保護の

必要性のみならず、行持者の権利利益保護の必要性や差し止められようとす

る行為が社会においてどのような価値を有しているのかも含めて、 行為者の

行動の自由への過剰な介入とならないように衡量を行う必要があるという

指摘も行われるE

そこで、 差止請求権が発生しているといえるための要件が問題となる。

( 2）故意による不法行為に基づく差止請求権

本件は、被告らが強固な故意をもって原告らの人格権を侵害する行為を行

っていることが特徴である。

『全国部落調査』は、 被告らによって「部落地名総鑑の原典j としてその

内容が宣伝されている e そしてすでに述べてきたように『部落地名総鑑』は、

全国の被差別部落の一覧リストで部落の地名や所在地、 職業や苗字等が記載

されている書籍（現在までに 1 0 種類確偲）で、 1 9 7 5 年にその存在が発

覚し、企業や興信所などが、 部落出身者に対する就職差別や結婚差別の身元

詰査に利用していたことが分かつたため、法務省が差別に利用される図書で

あるとして回収Lたものであるc その意味では、『全国部落調査』は一種の法

禁物であるとの評価がすでに確定しているものといえる。

仮に『全国部落調査』が出版されたり、 そのデータがインターネット上に

引き続き公開されたりすれば、 すでに『部薄地名総鑑』事件によって実際に
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おきたように、差別的な意図をもった者により就職や結婚の際の調査が行わ

れることになり、 被差別部落出身者の就職や結婚に影響を及ぼし、 さらに

様々な差別を引き起こすことは、 「蓋然性Jの域を超えて明らかである。そし

て、 このような差別を招来してしまった場合には、 その性質上、 これを事後

的に回復することはもはや不可能であると言わざるをえない。

そのように考えれば、被告らの行為は「表現の自由Jの保障の時外にあり、

侵害される権利の重大性と回復困難怯が認められる以上、原告らには差止請

求権が発生している。

( 3）判例の基準との比較

人格権の侵害を理由として、 出版物の頒布等の事前差止めが許されるとし

た判例のうち、 ロ ーディングケー スとされる北方ジャ ーナル事件は、 以下の

ように判示する。

「 出版物の頒布等の事前差止めは、 このような事前抑制に該当するもので

あって、 とりわけ、 その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、

批判等の表現行為に関するものである場合には、 そのこと自体から、 一般に

それが公共の利害に関する事項であるということができ、前示のような憲法

2 1条1項の趣旨に照らし、 その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値

を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、 当該表現行為

に対する事前差止めは、原則として許されないものといわなければならない。

ただ、右のような場合においても、 その表現内容が真実でなく、 又はそれが

専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、 かつ、被害者が重大

にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、 当骸表現行為はその征

値が被害者の名誉に劣後するととが明らかであるうえ、有効適切な救済方法

としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備すると

きに限って、 例外的に事前差止めが許されるものというべきであり、 とのよ

うに解しでも上記説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえないJ （最
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高裁昭和6 1年6月1 1日）。

もっとも、北方ジャ ｝ナノレ事件は、 「公務員又は公職選挙の候補者Jという

極めて公共性の高い存在に関し、その者 「 に対する評価、批判等の表現行為J

に対する事前差止めの判断である。 この差止めの対象は、 これ以上に高度の

公共性を想定できないほどの 「公共の利害に関わる事実Jに関するものであ

り、 それに伴って、 事前差止めの要件は厳格なものとされている c

他方において、本件『全国部落調査』は被差別部落の一覧であり、 差別に

しか利用しようのない「差別の道具Jであり、 それが利用されることによっ

て全国の一般市民が被害者となりうるものであるから、何らの公共性も認め

られず、 およそ公共の利害に関わる事実とは無縁なものである。

したがって、 本件においては、 北方ジャ ｝ナノレ事件のような厳格な差止め

の要件が適用されない ロ 本件では、 原告らの名誉権、 プライバシー権及び差

別されない議季ljという人格権が明らかに侵害されており、全国部落調査等の

公開によって、「重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあること」で必要

かつ十分である（東京地裁昭和 6 3 年ユ 0 月 1 3 日判グ 6 7 8 号 253 頁、

最高裁 1 4 年 9 月 24 日
．
判タ 1 1 0 6 号 72 頁石に泳ぐ魚事件等参照）。

2 原告らは『全国部落調査』掲載によって重大にして著しく回復困難な損害

を被るおそれがある

( 1）被差別部落に該当するかどうかの判定

特定の住所が、復刻版全国部落調査（訴状.8JJ紙目録4）の「部落所在地」、

f部落名」、 f現在地Jのいずれかの欄と合致していれば、当該住所が被差別

部落だと判明する。

( 2）住所・本籍の特定

ア 既知の場合

郵便のやりとりをする、 訪問したことがある等により原告らの住所を
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知っている者も少なくない。地番まで正確に知らなかったとしても、会話

等により原告らの居住地区（字など）を知っている者もいる（甲 1 3 0 号

証3貰等）。

イ 部落解放同盟関係人物一 覧等によって知る場合

原告らの住所を知らなかったとしても、 部落解放同盟関係人物一覧に

は相当数の原告の住所・電話番号等が記載されており、これにより原告の

住所を容易に知ることができる。

また、「同和地区 wikiJ のミラ ーサイト（コピー サイト）である「同和

地区 comJ l士、被告宮部が「問和地区 wikiJ 本体を閲覧できない状態に

した後でも閲覧可能であり、現時点においても住所等が正確になる、私的

団体の役職が追記される等記載内容が更新されていっている（甲l 7 0、

甲 1 7 6 、 甲 296 等）。提訴時点の「同和地区 wikiJ の部落解放同盟関

係人物一覧には住所の記載がなかったり過去の住所の記載がされたりし

ていた原告であっても、 ミラ ー サイト「同和地区. co皿ー の「部落解放同

盟関係人物 一覧j では住所が追加されたり住所が現在のものに更新され

たりしている（甲 1 7 6 等） ロ つまり、「同和地区 wiki 」の「都落解放同

盟関係人物一覧」によって知ることができない原告の住所であっても、ミ

ラ ーサイトf同和地区. comJ の「部落解放同盟関係人物一覧J によって、

容易に知ることができる。なお、原告らは、ミラ ーサイト「同和地区. comJ

は被告宮部が原告ら運営ないし同ウェブサイトへの書き込み等の関与を

していることを主張立証してきた（準備書面4の第2の2、原告ら準備書

面7の第5の3等）

さらに、被告宮部が 2 0 1 2 年に開設したウェブサイト「住所でポン！」

（後に改名して「ネットの電話帳J）を使用すれば、 個人の氏名を入力す

ると、その個人がネットの電話帳に登録されている場合（NT Tの電話帳

に掲載されている場合）、 その者の住所の文字情報及びその住所を示した
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グー グノレマップが表示される（原告準備書面 5 の第 2 〔 8 ～ 9 頁；）。住所

でポンのミラ ｝サイトおよび7ネットの電話帳j は現時点でもインターネ

ットよで閲覧することができる。現時点において、原告らの氏名を「ネッ

トの電話帳Jで検索したところ、検索結果で相当数の原告らの現住所が表

示された。

ウ 開示 ・ 身元調査等によって知る場合

原告ら準備書面 8 ・ 9 ・ 1 0 で述べたとおり、原告らの住所（現住所・

過去住所）や本籍（現本籍・過去本籍）情報を開示・身元調査等によって

第三者が取得することは十分にあり得る。

また、原告ら準備書面 8 ・ 9 · 1 0 で述べたとおり、原告らの配偶者や

置系尊属の住所（現住所・過去住所）や本籍（現本籍・過去本籍）情報を

開示・身売調査等によって第三者が取得することは＋分にあり得る a

(3）被差別部落出身かどうかの判定

ア 本籍が「全国部落調査J記載の地名に含まれる原告

「全国部落調査」記載の「部落所在地J 、 「部落名 J、「現在地」と原告の

本籍を照合すれば、 原告が被差別部落出身者と判明する a

イ 現住所がf全国部落嗣査j 記載の地名に含まれる原告

「全国部落調査」記載の「部落所在地J、 「部落名」、 「現在地」と原告の

現住所を照合すれば、 原告が被差別部落出身者と判明する c

ワ 過圭居住がf全国部落調査」記載の地名に含まれる原告

「全国部落調査」記載の「部落所在地J 、 「部落名J、 「現在地」と原告の

過去住所を照合すれば、 原告が被差別部落出身者と判明する。

エ 親族（配偶者や直系尊属）の本籍・現住所・過去住所が 「全国部落調査J

記載の地名に含まれる原告

全国部落調査J 記載の「部落所在地J 、 「部落名国、f現在地」と原告の親

族の住所を照合すれば、原告の親族が被差別部落出身者と判明する。原告
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と親族の血縁関係が判明すれば、原告が被差別部落出身だと判明するロ 親

族が被差別部落出身だと判明すれば、 そのことを理由に部落差別を受け

る可能性もある。

(4）部落差別被害

上記（3）のように原告らが被差別部落出身だと判明し、部落差別の被害

を受ける可能性が十分にある。また、原告らの親族（配偶者や直系尊属）が

被差別部落出身だと判明し、部落差別の被害を受ける可能性が十分にある。

原告ら準備書面 2 の第 1 〔 1 ～ 1 7 頁〕・準備書面 3 の第 1 の 2 〔 3 ～ 2

2頁〕で述べ、陳述書等でも立在したとおり、都落差別は、結婚差別や就職

差別をはじめとして時には命も奪いかねない甚大な被害を生む。とりわけ、

ここ数年においても結婚差別事件が発生していることは十分に考慮、されな

ければならない（申 8 5、 1 5 8 、 1 7 6 など多数）。

また、 本件ではインタ ーネットでの公開もされていることも十分に考慮

されなければならないc 被告らがインタ ーネット上で誰もがダワンロ ー ド

可能な状態においていた復刻版全冨部落調査（ミラ ー サイトでは現在でも

ダウンロ ー ド可能。）が、佐賀県内の個人によって印刷され、インタ ）ネッ

ト上のフリーマ ー ケット「メノレカジ Jに出品され、売価350 0円で、行政

関係者が気づいた時は既に3冊が販売済みとなっていた（甲3 4 6）。佐賀

新聞は、「出自をめぐる差別は普段は見えないが、就職や結婚など人生の節

目に出現する。そして人を排除し、引き裂く。購入者は一体何のために買っ

たのか。 出品者はコトの重大性を認識しているのか。 …インタ ーネットの

普及でさまざまな情報が瞬時に手に入るようになり、 個人が自由に情報発

信できる時代になった。ただ、利便性ゆえ、社会規範を逸脱した行為や権利

侵害を誘発しやすい。 一度ネット上で広がれば長期間残り、 不特定多数の

固に触れるという点で、影響は大きく、 深刻だ。Jと部落差別の特性、イン

タ ーネットの特性を踏まえた的確な指摘をしている（甲3 4 6）。 こうした
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指摘のとおり、 インタ ）ネット上で被差別部落所在地情報が晒されるとい

うことは、 半永久的に部落差別を助長するということを意味する E

したがって、原告らが「全国部落調査． の公開によって重大にして著しく

回復困難な援害を被るおそれがあることは明白である。

3 原告らは「部落解放同規関係人物一覧J掲載によって重大にして著しく回

復困難な損害を被るおそれがある

( 1 ）本人が掲載されている原告

ア 住所・電話番号が掲載されることによる危険

住所・電話番号が掲載されるということは、危険物の送付やいやがらせ

電話を受ける等の部落差別被害をうける危険性がある。現に、原告ら準備

書面 6 の第4の 2 〔 1 5 ～ 1 7 頁〕で述べたとおり 2 0 1 7 年 3 月から

5月にかけて、解放同盟関係者等を標的として、カッターナイフ・アイス

ピック・ナイフ等を封入した封筒が送りつけられ、開封した原告組坂（部

落解放同盟中央本部委員長）が怪我をするというが発生した（甲1 0 3）。

また、 2 0 1 6 年秋顎から 2 0 1 7 年 1 月頃にかけて、原告川口の自宅に

無言電話がかけられてきたり、差別ハガキが届けられたりした（甲9 1 ・

9 ～ 1 4 頁）。

このように、 原告らの中には、 「損害を被るおそれj にとどまらず、 現

実に身体・私生活の平穏等に対する実害が発生しているc これらは一例で

あり、 より生命・身体等への危険性の高い直接的な加害や、公憶されてい

る住所・篭話番号情報を利用した部落差別等も十分に想定される。

そもそも、住所・電話番号が掲載されるということは、個人情報に重要

な意味がある現代社会においては、 多岐にわたる被害が想定される。

イ 役職が掲載されることによる危険

部落解放同盟内での役職が掲載されるということは、 解放同盟の役員
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等を務める人物であり、 かつ被差別部落出身者であることを明らかにさ

れるということである。仮に、部落解放同盟の役員等をしていることを自

ら明らかにしている原告であったとしても、 解放同盟関係人物一覧で晒

されることとは意味が異なるs 自ら明らかlとする場合は、部落解放を目指

した肯定的な文脈で諮られる。 これに対し、人物一覧の冒頭は、f『吾々が

ヱタである事を誇り得る時が来たのだ』（水平社宣言）。さあ、存分に誇っ

てください c
エ タではなく非人 ・ 雑種賎民系の方々や、えせ部落民の方々

も混ざっているようですが。Jという記載からはじまるコ 一般通常人の読

解カを前提にすれば、明らかに部落差別を煽っている記載であり、こうし

た冒頭記載等に触発されて被差別部落に対する忌避意識が高められたり、

部落差別が引き起こされたりする可能は十分にある。

そうすると、人物一覧における部落解放同盟内での役職の公聞は、人物

一覧に役職を掲載された者に部落差別の被害を発生させる危険が高い。

ヲ 私的団体の役職等が掲載されることによる危険

私的団体の役職等が掲載されるということは、 当該私的団体に所属す

る関わる者が差別を受けたり、 当該指摘団体を忌避したりする等当該私

的団体の運営に著しい支障を生じさせる危険性がある ロ たとえば、保育園

の理事長（甲 2 9 6 ）、 社会福祉法人の代表者（甲 1 3 1 ）等の記載は、

同保育園や社会福祉法人に通う者らに対する差別を生じさせる、 同保育

園や社会福祉法人を忌避する等の運営に著しい支障を生じさせる危険が

ある。

エ 勤務先が掲載されることによる危険

勤務先が掲載されるということは、 当該勤務先での掲載された者の部

落差別、 当該勤務先への部落差別に基づく妨害等が発生する危険がある。

どこかで勤務する（仕事をする）こ左は、社会生活上重要なととであり、

こうした勤務先での部落差別は、 重大にして著しく回復困難な損害を被
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るおそれがあるといえる。

オ 生年月日が掲載されることによる危険

個人情報保護法では、 「個人情報Jは「生存する個人に関する情報であ

って … 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他の記述等により特定の

個人を識別することができるもの．（個人情報保護法2条l項1号）と定

義されており、生年月日の要保護性は顕著である（原告ら準備書面2の第

2の3 (2）参照）。

したがって、氏名とあわせて生年月日が公表されることは、重大にして

著しく回復困難な損害を被るおそれがあるといえる。

(2）親族が掲載されている原告

ある原告が、 解放同盟関係人物一覧に氏名等が掲載されている者と親族

関係にあり、 その親族と同じ住所l乙居住している場合、 原告も被差別部落

出身者と判断されて部落差別を受けるおそれがある。

また、 原告が、 解放同盟関係人物一覧に氏名等が掲載されている者と親

族関係にあり、 その親族と同じ住所に居住していない場合でも、 親族関係

にあることを知っている者からすると、 原告の被差別部落出身が判明して

部落差別を受けるおそれがある。

したがって、 解放同盟関係人物一 覧に親族の氏名等が掲載されている者

は、 重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるといえるロ

(3）掲載されていない原告

解放同盟関係人物一覧に氏名等が掲載されていなかったとしても、 現に

部落解放同盟に所属している原告としては、 自分もいつ掲載されるかとい

う具体的な恐怖がある。

また、 被告宮部が運営に関与していることが強く推認されるミラーサイ

トは、 より具体的な情報が追記されたり、 提訴時には掲載されていなかっ

た原告が新たに掲載されたりと、 情報が更新されていっているコ このこと
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も考え合わせると、被告宮部が解放同盟関係人物一覧を作成したことによ

り、 その人物一 覧には掲載されていない原告であっても、 別ドメインのウ

ェブサイト（たとえばミラーサイト「同和地区. COIJJ.」）で、 氏名等を公開さ

れる具体的な危険が生じているといえるD このミラーサイトである「同和

地区. comJ の運営に被告宮部が関与しているととが強く推認されるところ、

前記氏名等を公開される具体的な危険はますます寓まっているといえるc

したがって、 解放同盟関係人物一覧に氏名等が掲載されていない者であ

ったとしても、 部落解放同盟に所属している原告には、 重大にして著しく

回復困難な損害を被るおそれがあるといえる。

4 小括

本件では全国部落調査等の公開によって、 重大で回復困難な損害を被らせ

るおそれがあること」が差止請求権発生の要件事実となるが、 以上述べたと

おり、『全国部審調査』との関係でも「解放同盟関係人物一覧Jとの関係でも、

これらの公開（出版ないしインタ ーネット上の掲載）によって重大にして著

しく回復困難な損害を被るおそれがあるといえる。

以上
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